
令和　８　年度　施行

小水力発電施設管理委託

（ 農 林 課 土 地 改 良 係 ）

公示用



委 託 業 務 説 明 書 

 

１ 委 託 名     小水力発電施設管理委託 

 

２ 委 託 概 要     小水力発電施設、通信設備、情報処理設備、通信ネット

ワーク設備及び設備用電源設備等の監視し、芽室町小

水力発電計画(マニュアル)に基づき各設備の運転状況

を把握するとともに監督職員の運転監視補助、システム

の維持管理 

                 

３ 委託業務場所     芽室町 小水力発電施設ほか 

 

４ 工 期     自  令和８年７月２１日 

                至  令和９年３月３１日 

 

５ 仕 様 書     別紙のとおり 
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小水力発電施設管理委託 特記仕様書 

第１条 適用範囲 

令和８年度 小水力発電施設管理委託（以下、「本業務」という。）の実施にあたっては、本業務契約書（以下、

「契約書」という。）による。ほか、「電気通信施設運転監視業務共通仕様書（案）」（以下「共通仕様書」と

いう。）により実施するものとする。共通仕様書については、下記ＨＰにて紹介しているので参照されたい。 

https://www.mlit.go.jp/tec/it/denki/gijyutukijyun.htmlこの特記仕様書によるものとする。 

 

第２条 目的 

本監視は、芽室町で管理している小水力発電施設、通信設備、情報処理設備、通信ネットワーク設備及び設備用

電源設備等を監視し、芽室町小水力発電計画（マニュアル）に基づき各設備の運転状況を把握すると共に監督職

員の運転監視補助、システムの維持管理を目的とする。 

 

第３条 受託者及び業務処理責任者の資格等 

１ 資格、実務経験等の確認 

請負契約締結時に、業務処理責任者（管理技術者）及び運転監視員の資格及び実務経験等が確認できる資料を監

督職員に提出すること。 

２ 受託者に必要とされる業務実績 

平成23 年度以降に完了した下記の同種又は類似業務において、1件以上の実績を有すること（令和８年度完了

予定業務を含む）。なお、自らが施設の所有又は管理機関として、自らが直営で実施する立場としての業務実

績、又は自らが委託する立場としての業務実績のほか、下請、出向、又は派遣により行った業務実績も実績と

して認める。 

同種業務：国営事業により造成されたダム又は頭首工の施設管理又は施設管理補助に関する業務 

国、都道府県、市町村、特殊法人等における道路、河川、農業の施設管理又は施設管理補助に関す

る業務 

類似業務：農業水利施設の施設管理又は施設管理補助に関する業務 

河川巡視支援業務、河川許認可審査支援業務、ダム管理支援業務、堰・排水機場等管理支援業務、

道路巡回業務及び道路許認可審査･適正化指導業務等に該当する業務 

３ 業務処理責任者に必要とされる業務実績 

本業務の業務処理責任者は、平成23 年度以降に完了した下記の同種又は類似業務において、1件以上の実績を

有すること（令和８年度完了予定業務を含む）。なお、自らが施設の所有又は管理機関として、自らが直営で

実施する立場としての業務実績、又は自らが委託する立場としての業務実績のほか、下請、出向、又は派遣に

より行った業務実績も実績として認める。 

同種業務：国営事業により造成されたダム又は頭首工の施設管理又は施設管理補助に関する業務 

国、都道府県、市町村、特殊法人等における道路、河川、農業の施設管理又は施設管理補助に関す

る業務 

類似業務：農業水利施設の施設管理又は施設管理補助に関する業務 

河川巡視支援業務、河川許認可審査支援業務、ダム管理支援業務、堰・排水機場等管理支援業務、

道路巡回業務及び道路許認可審査･適正化指導業務等に該当する業務 

４ 業務処理責任者の資格等 

管理技術者は、以下のいずれかの資格等を有するもの 

・技術士：（建設又は建設部門、農業部門、総合技術監理部門[農業－農業土木又は農業農村工学]） 

・１級土木施工管理技士 

・農業土木技術管理士 

・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会１級土木技術者 

・（一社）全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者（Ⅰ）、公共工事品質確保技術者（Ⅱ）又は発注
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者が認めた同等の資格を有する者（※１） 

・RCCM（ｼﾋﾞﾙｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ）又はRCCMと同等の能力を有する者（※２） 

（技術士部門と同様の部門に限る） 

・河川法施行規則第２７条の２第１項第１号に基づく登録試験（ダム管理技士試験）に合格あるいは第２号の研

修を修了した者 

・河川法第５０条第１項の管理主任技術者の経験を５年以上有する者 

・河川法第７７条第１項の河川監理員の経験を１年以上有する者 

・河川又は道路、農業土木関係の技術的行政経験を２５年以上有する者 

（「技術的行政経験」とは、国、都道府県、市町村、特殊法人等で職員として従事したことをいう。） 

５ 運転監視員の資格 

本監視に携わる運転監視員は以下のいずれかの条件を満たす者とする。 

・陸上特殊無線技士、工事担任者（電気工事士、電気工事施工管理技士）、電気通信主任技術者のうち、いずれ

かの資格（級・種別は問わない）又は同等以上の資格を有する者。 

・低圧電気取扱業務特別教育、高圧・特別高圧電気取扱特別教育を受講し工事の実績、当該業務若しくはこれと

同等の業務実績又は再委託申請書の作業範囲が電気設備や施設等に係る点検及び管理又は運転監視業務の実績

があるもの。 

・技術士：総合技術監理部門（農業－農業土木又は農業農村工学） 

・技術士：農業部門（農業土木又は農業農村工学） 

・技術士補：と同等の能力を有する者 

・１級土木施工管理技士、１級土木施工管理技士補 

・２級土木施工管理技士 

・農業土木技術管理士 

・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会１級土 

木技術者又は土木学会２級土木技術者 

・１級建設機械施工管理技士 

・２級建設機械施工管理技士 

・河川法施行規則第２７条の２第１項第１号に基づく登録試験（ダム管理技士試験）に合格あるいは第２号の研

修を修了した者 

・河川法第５０条第１項の管理主任技術者の経験を５年以上有する者 

・河川法第７７条第１項の河川監理員の経験を１年以上有する者 

・河川又は道路、農業土木関係の技術的行政経験を２５年以上有する者 

（「技術的行政経験」とは、国、都道府県、市町村、特殊法人等で職員として従事したことをいう。） 

・（一社）全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者（Ⅰ）、公共工事品質確保技術者（Ⅱ）又は発注

者が認めた同等の資格を有する者(※１) 

・RCCM（ｼﾋﾞﾙｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ）又はRCCMと同等の能力を有する者（※２）（技術士部門と同様の部門に

限る） 

・「予定管理技術者に必要とされる同種（※３）又は類似業務（※４）の実績」と同様の実務経験が１年以上の

者又は、大学卒業後５年（短大・高専卒業後８年、高校卒業後１１年）以上の当該業務部門の実務経験を有す

る者（※５） 

・国営土地改良事業関係の技術的行政経験（※６）を５年以上有する者 

※１「発注者が認めた同等の資格を有する者」とは以下のとおり 

・各地方農政局（沖縄総合事務局含む）管内における農業農村整備事業工事等の品質確保に関する協議会が認定

した発注者支援業務技術者 

※２「ＲＣＣＭと同等の能力を有する者」とは、ＲＣＣＭ試験に合格しているが転職等により登録ができない立

場にいる者 
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※３「同種業務」とは、国、特殊法人等（注１）地方公共団体（注２）、地方公社（注３）、 

公益法人（注４）又は大規模な土木工事を行う公益民間企業（注５）が発注した土木工事 

に関する発注者支援業務（注６）（類する業務を含む。）、公物管理補助業務（注７）（類す 

る業務を含む。）、国営土地改良事業等で発注した農業土木設計における構想・基本・実施設計業務 

※４「類似業務」とは、①をいう。 

※５複数年契約の場合であって、業務が完了していない場合も、１年以上従事していれば、 

実務経験を有するものとして判断する。また、当該業務部門とは、AGRIS 業務分類（コード）表における分類

と同一の業務を言う。 

※６「技術的行政経験」とは、国、都道府県、政令市、中核市、特殊法人等（注１）で職員 

として従事したことをいう｡ 

①国、特殊法人等（注１）、地方公共団体（注２）、地方公社（注３）、公益法人（注４）又は大規模な土木工

事を行う公益民間企業（注５）が発注したＣＭ業務、ＰＦＩ事業技術アド 

バイザリー業務、土木設計における概略・予備・詳細設計業務、土木工事における監理技 

術者又は主任技術者の業務、都道府県営土地改良事業等で発注した農業土木設計における 

構想・基本・実施設計 

（注１）特殊法人等とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第一条に示す、首都高速

道路(株)、新関西国際空港(株)、中日本高速道路(株)、成田国際空港 

(株)、西日本高速道路(株)、中間貯蔵・環境安全事業(株)、阪神高速道路(株)、東日本 

高速道路(株)、本州四国連絡高速道路(株)、沖縄科学技術大学院大学学園、日本中央競 

馬会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、 

独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立 

行政法人国際協力機構、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校 

機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行 

政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自動車事故対策機構、 

国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政 

法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政 

法人都市再生機構、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 

機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人水資源機構及び独立行政 

法人労働者健康安全機構（日本道路公団など同条に規定する法人の組織改編前の法人、 

附則第２条から第３条に示す独立行政法人を含む）に加え国土交通省所管のその他の独 

立行政法人、地方共同法人日本下水道事業団、文部科学省所管の大学共同利用機関法人 

をいう。 

（注２）地方公共団体とは地方自治法第１条の３に規定する普通地方公共団体（都道府県、市町村）及び特別地

方公共団体（地方公共団体の組合、財産区、及び地方開発事業団）を 

いう。 

（注３）地方公社とは、地方道路公社法に基づく道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき都道府県

が設置した「土地開発公社」、地方住宅供給公社法に基づき都道府県 

が設立した「住宅供給公社」をいう。 

（注４）公益法人とは、次のものをいう。 

一 公益法人とは、一般社団法人又は一般財団法人に関する法律に基づき設立された一 

般社団法人又は一般財団法人、及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する 

法律に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人 

二 旧民法第３４条の規定により設立された社団法人又は財団法人であって、平成２０ 

年１２月１日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登記をしていない法人 
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（特例社団法人又は特例財団法人） 

（注５）大規模な土木工事を行う公益民間企業とは、鉄道会社、空港会社、道路会社、電力会社、ガス会社、石

油備蓄会社、電気通信会社をいう。 

（注６）発注者支援業務とは、積算技術業務、技術審査業務及び工事監督支援業務及び工事計画関係業務、事業

支援業務等に該当する業務をいう。 

（注７）公物管理補助業務とは、河川巡視支援業務、河川許認可審査支援業務、ダム管理支援業務、堰・排水機

場等管理支援業務、道路巡回業務及び道路許認可審査･適正化指導業務 

等に該当する業務をいう。 

６ 業務処理責任者及び運転監視員の恒常的雇用関係 

配置予定業務処理責任者は、本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、本業務の受託者と直接的雇用

関係がなければならない。 

 

第４条 執務場所及び施設の使用 

１ 執務場所は、美生ダム管理敷地、美生ダム管理棟、小水力発電施設とし（以下、庁舎等という）、事務機器（机、

椅子含む）、事務用品、業務処理に必要な消耗品等は、業務期間中においては無償で使用させるものとする。 

２ 受託者は、前記1 に示す庁舎等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

３ 受託者は、故意又は重大な過失により庁舎等を毀損又は滅失したときは、業務担当員の指定する期間までに代

品の納入又は現状に復帰若しくは、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は委託者と受託者

で協議して定めるものとする。 

 

第５条 作業内容 

１ 運転監視 

運転監視員は、別紙の「運転監視対象設備」に示すモニタ装置を用いて、以下設備等の運転監視を行うものと

する。また、別途貸与する「小水力発電マニュアル」に基づき報告すること。なお、履行期間中に新たなモニタ

装置が追加された場合も、監督職員の指示により当該装置を運転監視の対象とする。 

（１） 小水力発電施設 

小水力発電機、操作盤、盤類、モニタ装置等の運転状態監視 

（２）通信施設 

ア無線回線（多重無線等）の状態監視 

イ光ネットワークの状態監視 

ウ自動電話交換装置の状態監視 

（３）電気施設 

発動発電機、分電盤、直流電源装置、ＣＶＣＦ、ＵＰＳの状態監視及び切替操作 

（４）小水力発電施設と連動する水管理システム 

ア小水力発電施設と連動する水管理システムの状態監視（サーバの稼働状況、データ欠測の監視） 

イＷｅｂ表示の状態監視 

（５）その他 

監督職員が指示する各種設備に対する簡易な操作 

２ 巡回監視 

運転監視員は、各種装置の運用状況を確認するため、以下のとおり巡回監視を行うものとする。 

（１）巡回対象設備は、別紙２の「巡回監視対象設備」のとおりとする。 

（２）巡回は、２回／日を基本とするが、監督職員の指示により変更する場合がある。 

（３）巡回監視は目視点検を基本とし、装置のアラームランプの表示状態、異音、異臭、室内温度、その他監督職員

の指示する項目を確認すること。 
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３ 運転監視業務日誌の作成 

運転監視員は、運転監視業務日誌を作成し、毎朝１回、監督職員の確認を受けるものとする。なお、監督職員か

ら様式の修正等指示があった場合は対応するものとする。 

（１）障害管理として、障害記録を作成し監督員へ提出すること。 

４ その他 

（１）障害状況の月別整理 

（２）消耗品の規格、残数量の管理 

（３）災害時のインターネット閲覧及びメール等の動作確認 

（４）監督員が業務の遂行上、必要と認めた作業においては管理技術者との協議により、作業を依頼する場合がある。 

 

第６条 履行期間 

本業務の履行期間は令和8年7月21日から令和9年3月31日とし、担当運転監視員を着手日からの配置で積算し

ている。なお、履行期間の休日については、期間内の土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始休暇を含んでいる。 

 

第７条 履行体制 

１ 本特記仕様書による監視を行うものとし、本特記仕様書に明記無き事項であっても、本監視上当然必要な事項、

軽微な障害箇所の追求、各監視箇所の整理整頓及び清掃についても本契約の範囲に含むものとする。 

２ 本業務の履行体制は、常時1人の担当運転監視員を配置することとし、勤務時間は原則として、8時３０分～

17時３０分（休憩時間１時間）とするが、配置予定者の勤務形態が異なる場合は、事前に業務担当員と協議

すること。ただし、設計変更の対象とはしない。なお、勤務時間外及び休日における風水害・地震等による緊

急対応については、業務担当員と協議のうえ決定するものとし、必要に応じ設計変更する場合がある。また、

第6 条に定める休日以外に休暇を取得する場合は、受託者の責で替わりの技術者を配置するものとする。な

お、代替技術者の配置が困難な場合は、業務担当員と協議することとし、必要に応じ日単位あるいは時間単位

で設計変更する場合がある。 

３ 大雨及び地震等の緊急事態発生時に備えて、業務担当員に連絡体制を確立しておかなければならない。

また、気象庁帯広測候所が発表する、芽室町を対象とした大雨警報発令時及び芽室町地点で震度階４以

上または、ダムの基礎地盤地震計により観測された地震動の最大加速度が２５gal 以上の地震が発生し

た際には、業務担当員の指示により監視機器の確認を行うこととする。 

４ 連絡、報告について、原則、芽室町役場以外（開発建設部、事務所、保守点検業者、電気事業者等）に

対し連絡等を行う場合は、連絡内容等について監督職員の確認を受けるものとする。 

５ 前記の連絡等を行った時は、その内容、相手方所属氏名、時間等を運転監視業務日誌に記録すること。

なお、運転監視業務日誌は別紙様式－１のとおりとし、メールによる提出とする。 

 

第８条 業務に関する一般事項 

１ 受託者は、特記仕様書第3条の1に示す資格を有する業務処理責任者を選任し、契約書の定めに基づき、委託

者に通知しなければならない。また、業務処理責任者の選任について複数名の通知でも構わないが、受託者は、

業務の履行に必要な担当技術者、運転監視員を配置するものとし、契約書の定めに基づき、委託者に通知しな

ければならない。 

２ 受託者は、特記仕様書に基づき作業計画書を作成し、業務担当員へ提出しなければならない。また、実施方針

に情報セキュリティを記載するものとする。 

３ 業務処理責任者は、契約書及び特記仕様書で示された作業の適正な履行を確保するため、担当技術者を指揮監

督しなければならない。なお、指揮監督のための担当技術者との打合せについては、特記仕様書 第9 条の業

務の打合せに含めるものとする。指揮監督を行った成果については協議簿等で取りまとめを行うこと。 

４ 業務処理責任者は、常に業務担当員と連絡をとれる体制を確保し、連絡事項を担当技術者に適切に指示しなけ

ればならない。また、担当技術者の業務遂行に必要な設備等については、特記仕様書の定めによるものとする



 - 6 - 

が、定めの無い事項については、業務担当員と協議するものとする。 

５ 業務担当員が業務処理責任者に指示を行う場合、業務処理責任者が業務担当員に報告を行う場合及び委託者と

受託者間で協議を行う場合は、その結果について相互に確認しなければならない。 

６ 受託者は、施設において異常及び故障を発見した場合は、直ちに業務担当者に連絡しなければならない。

また、異常及び故障の状況を書面に整理し、写真等添付するなど状況が把握しやすいように資料を纏め提

出しなければならない。 

 

第９条 業務の打合せ 

１ 本業務の打合せについて、業務を適正かつ円滑に実施するために業務処理責任者が出席するものとし、受託

者は、業務打合せ簿を作成し、上記の打合せの都度内容について、業務担当員と相互に確認するものとする。 

２ 業務の打合せ場所は、美生ダム管理棟（住所：河西郡芽室町伏美２番地）とする。 

 

第10 条 成果物 

１ 成果物は、次に掲げる事項を業務完了時に提出するものとし、部数については1部とする。 

（市販のファイル綴じで可） 

① 管理日誌 

② その他（打合せ協議等） 

２ 成果物の提出先は、下記のとおりとする。 

芽室町役場農林課土地改良係（住所：河西郡芽室町東２条２丁目１４番地） 

 

第11 条 守秘義務 

受託者は、本業務の過程で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 

 

第12 条 定めなき事項 

本特記仕様書に定めなき事項が発生した場合又は、本業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、業務担当員と協

議するものとする。 

 

第13 条 国有林野内での注意事項 

本業務を遂行するにあたり国有林野内へ立ち入る際は、事前に関係機関への了解を得ることとし、火気の取

扱い及び環境保全に十分に配慮するほか、立木の伐採や地形の変更は行ってはならない。立木の伐採や地形の

変更が必要となった場合は、地権者、その土地を管理している者の了解を得てから立ち入るものとする。 

 

１ 管理施設等が国有林である場合は、現地立入に当たって事前に入林届けを作成して業務担当員に提出し了

解を得ること。 

国有林野への立ち入りについては、入林車両に業務名、受注者名、入林者名を記載したプレートを掲載す

る。 

２ 国有林内においては、森林法等の国有林に係る法令等を遵守しなければならない。なお、行わなければな

らない行為は以下のとおりである。 

・国有林と作業範囲の境界については、見出し杭やテープ等で明確に認知できる様にすること。 

・業務（委託）実施に当たっては、環境保全に十分な注意を払い、特に立木伐採や地形変更を行っては

ならない。また、立木伐採や地形変更の必要が生じた場合は、速やかに業務担当員に報告すること。 

・業務（委託）実施に当たり、国有林において立木に損傷を与えてはならない。立木に損傷を与えるこ

とが想定される場合は、立木との作業幅を十分確保するほか、必要に応じ立木に保護材等を設置する

こと。また、万が一、立木に損傷を与えた場合は、速やかに業務担当員に報告すること。 

・業務（委託）実施に当たり、国有林において無断で資材等を存知させてはならない。また、仮置きの
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必要が生じた場合は、速やかに業務担当員に報告すること。 

・火気の取り扱いには細心の注意を払い、火入れは絶対に行わないこと。 

・作業区域は、日高山脈襟裳国定公園に隣接していることから、区域外の場所に立ち入らない、食材の

残渣を放置しないこと。 

 

第1４ 条 その他 

１ 本業務の旅費及び交通費の起算点は、国土交通省積算基準により、交通費は計上しない。 

２ 野鳥の死亡個体及び衰弱した生体を発見した際には、素手で触れないとともに、周辺の糞便を踏まないように

するなど注意し、速やかに業務担当員に報告すること。また、事後、速やかに靴等の消毒、手洗い及びうがい

を行うこと。 

３ 小水力発電施設、ダム管理棟内、艇庫内、取水塔内及び各取水ゲート室内は、禁煙とする。 

４ ダム管理棟内、ダム敷地、貯水池周辺において、他の委託業務の作業が行われるため、業務担当員と調整を行

うこと。 

 

 



小水力発電運転管理委託

費　目 工　　　種 種　　　別 細　　　別 単位 数量 単　　価 金　　額 工内 摘　　要

業務委託費

小水力発電運転管理委託

直接原価

小水力発電運転管理補助作業 式 1 1 直接人件費

指揮監督 式 1 2 直接人件費

業務原価 原　価　計

一般管理費 式 1 別紙：諸経費計算書

業務価格 業務価格

再　　計

消費税相当額 消費税　10％

委託業務設計価格 合　　計



別紙：諸経費計算書

直接費 50万円以下 1億円を超えるもの

A b
率又は変数率 50.1% 108.15 -0.1239 26.0%

土地改良工事積算基準（施設機械）,農林水産省 令和７年度,p.635

（諸経費率）

　Z = A * ( X / 1,000 )b

　　Z　：諸経費率(単位：％） Z=
　　X　：直接費　(単位：円) X=
　　A　：変数値　(諸経費率標準値)　 A= 108.15
　　b　：変数値　(諸経費率標準値) b= -0.1239

（諸経費）
　y = X * ( Z / 100 )
　　y　：諸経費　(単位：円） y=

50万円を超え1億円以下

適用区分等 下記の率とする
(2)の算定式より求められた率とする。
ただし、変数率は下記による。 下記の率とする



単価表（1/1）

令和８年度　公共工事設計労務単価

算 出 基 礎

管理技術者 技師A 人 2 令和８年度　土地改良事業等単価表

単 価 表

名 称 形 状 寸 法 単 位 単 価
単 価
番 号

運転監視技術員 運転監視技術員 人 1



工内訳書（甲）

工内訳書 第 1 号

円

計 式

19.5日/月×10か月

小 水 力 発 電 運 転 管 理 補 助 作 業 1式当り

一 金

基準日額×19.5 日/月

運転監視技術員 人 195 1

名 称 形 状 寸 法 単 位 単 価
現 設 計 変 更 設 計 単 価

番 号
摘 要

数 量 金 額 数 量 金 額



工内訳書（甲）

工内訳書 第 2 号

円

名 称 形 状 寸 法 単 位 単 価
現 設 計 変 更 設 計 単 価

番 号
摘 要

数 量 金 額 数 量 金 額

指 揮 監 督 1式当り

一 金

指揮・監督 技師A 人 5.3 2

計 式

























変更済



6kV CVT 60mm2(既設)

VCT

7.2kV 300A
PGS

6kV CV 60mm2-3C

DS
7.2kV
400A

7.2kV 600A
12.5kA

VCB

660V/110V
PTx2

PTT

U＜ 27R

F VS

V 0～9kV

F 45～55Hz

30/5A
CTx2 CTT

Ｉ＞
51

x2
Wh

Wh

W
AS

A 0～30A

6600/110V
1φTR 1kVA

2P MCCB
50AF

2P MCCB
50AF

制御電源

2P MCCB
50AF

しゃ断器
制御電源

LA×3
8.4kV
5kA

EA(LA)

(MC-1)
引込盤

(MC-2)

受電盤

150kVA
6600/420V
3φTR（モールドF種）

CTx1
20/5A

2P MCCB
100AF

51NP

EB

LBS 7.2kVA 200A
PFx3 7.2kV 75A

MCCB
100AF

3P

SR
0.9kvar

SC
15kvar

MCCB
100AF

3P

SR
0.45kvar

SC
7.5kvar

MCCB
400AF

3P

440V/110V
PTx2

U＜
27P

x2

CVCF電源
AC100V

VS

V 0～600V

250/5A

CTx2
AS

A 0～250A

1P2W100V
盤内コンセント電源より

2P
MCCB
50AF

MC

Th

盤内換気扇

LBS 7.2kVA 200A
PFx2 7.2kV 60A

75kVA
6600/210-105V
1φTR（モールドF種）

2P MCCB
100AF

51NL

EB

10/5A
CTx1

MCCB
400AF

3P

VS

V 0～300V

U＜

x2

CVCF電源
AC100V

27L

F

AS
A 0～400A

400/5A

CTx2

(MC-4)

照明変圧器盤

(GC-1)
非常用発電機

DC24VG

F

90R

V F

A

VR

DE

AVR

ACE

CT×2
500/5A

250kVA
3φ3W400V50Hz

MCCB
1000AF

3P

AS

A

0～500A

V

VS

0～600V

F 45～55Hz

440V/110V
PTx2

300A
3P MC-DT

VS

V 0～600V
440V/110V

PTx2

AS
A 0～250A

250/5A
CTx2

3P

100AF
MCCBM

ZCT I　>
51G

600V CV 150mm2-1Cx3

3P

100AF
MCCBM

ZCT I　>
51G

3P
MCCB
400AF

3P
MCCB
225AF

3P
MCCB
225AF

3P
MCCB
100AF

3P
MCCB
100AF

3P
MCCB
100AF

3P
MCCB
225AF

3P
MCCB
50AF

3P
MCCB
100AF

3P
MCCB
50AF

2P
MCCB
50AF

2P
MCCB
50AF

2P
MCCB
50AF

MC

120VA

1φTR MC

(1F P-1)

(6.19kW)

(RF P-2)

(7.14kW) (2.2kW) (17.43kW) (4.4kW)

(P-1) (P-3)

W
3P

100AF
MCCB

50kVA

420/210V

30kVA
420/210V
3φTR

225AF
MCCB
3P

(24.03kW)

600V CV 250mm2-1Cx3

6OOV CV
38mm2-3C

W
3P

100AF
MCCB

30kVA
420/210V

225AF
MCCB
3P

(21.73kW)

6OOV CV
38mm2-3C

(TR-1) (TR-2)

3P

100AF
MCCBM

ZCT I　>
51G

W
3P

100AF
MCCB

30kVA
420/210V

225AF
MCCB
3P

(18.13kW)

6OOV CV
22mm2-3C

(TR-3)

3P

100AF
MCCBM

ZCT I　>
51G

W
3P

100AF
MCCB

30kVA
420/210V

225AF
MCCB
3P

(20.58kW)

6OOV CV
22mm2-3C

(TR-4)

ZCT I　>
51G

3P

100AF
MCCB

1kVA
400/100V
1φTR

2P

50AF
MCCB

2P

30AF
MCCB

制御電源

2P

50AF
MCCB

CVCF
電源

(LC-1)

動力主幹盤

(LC-2)

照明主幹盤

3P MCCB
225AF

225AF
MCCB
3P

75kVA
420/210-105V x2
スコットTR

600V CV 200mm2-1Cx3

200A
3P MC-DT

225AF
MCCB
3P

200A
3P MC-DT

VS

V 0～300V
F

200/5A
CTx2

AS
A 0～200A

3P

225AF
MCCB

3P

100AF
MCCB

(1F L-1)

(6.325kVA)

2P

100AF
MCCB

W
2P

100AF
MCCB

10kVA
200/200V-100V
耐雷TR

100AF
MCCB
3P

(L-11)

6OOV CV 14mm2-3C

(K-TR-1)
耐雷TR盤

100AF
MCCB
3P

100AF
MCCB
2P

UPS

6OOV CV 14mm2-3C

6OOV CV 14mm2-2C
200/200-100V
10kVA

CVCF電源 1φ2W200V 600VCV 38mm2ｰ2C

CVCF電源 1φ2W200V 600VCV 14mm2ｰ2C

3P

50AF
MCCB

(0.34kW)

3P

50AF
MCCB

(6.55kVA)

(1.6kW)

(0.34kW)

(0.22kW)

3P

50AF
MCCB

50AF
MCCB
3P

(1.8kVA)
1φ100V

50AF
MCCB
3P

50AF
MCCB
3P

50AF
MCCB
3P

100AF
MCCB
3P

(2F L-2)
(11.5kVA)

50AF
MCCB
3P

(0.56kW)

50AF
MCCB
3P

(1.25kVA)
1φ100V

(L-1)

3P

50AF
MCCB

(0.56kW)

VS

V 0～300V
F

3P

225AF
MCCB

CTx2
200/5A

AS
A 0～200A

3P

50AF
MCCB

(1.68kW)
1φ200V

ZCT
I　>
51G

MC

3P

50AF
MCCB

ZCT
I　>
51G

MC

(1.2kW)
1φ200V

3P

50AF
MCCB

ZCT
I　>
51G

MC

(0.8kW)
1φ200V

3P

50AF
MCCB

3P

50AF
MCCB

盤内照明

3P

50AF
MCCB

3P

50AF
MCCB

2P
MCCB
50AF

MC

盤内換気扇

2P
MCCB
50AF

3kVA
200/100V
耐雷TR

2P
MCCB
50AF

2P
MCCB
50AF

MCCB

耐雷TR盤
(S-TR-1)

(S-CVCF-1)
取水塔

CVCF分岐盤

取水塔設備 河川放流設備

2P
MCCB
50AF

5kVA
200/100V
耐雷TR

2P
MCCB
100AF

2P
MCCB
100AF

MCCB

耐雷TR盤
(R-TR-1)

河川放流
CVCF分岐盤

MCCB

6OOV CV
22mm2-2C

6OOV CV
14mm2-2C

取水設備 低水放流設備

3φTR 3φTR 3φTR

スペース
ヒータ

2P
CP

スペース
ヒータ

2P
CP

※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1
※1※1※1

(8.02kW)

(7台) (5台)

全体単線結線図
NONSCALE

：新設

凡例

：更新

：改造

：既設

：撤去

：別途

業 務 名

図 面 名

図面番号縮　　尺

株式会社三祐コンサルタンツ会 社 名

事業(務)所名

令和　4年　3月

E-03

北海道開発局帯広開発建設部

令和３年度施行　芽室川西地区

帯広かわにし導水路分水工設計等業務

年 月 日

全体単線結線図

NONSCALE

(美生ダム)

(MC-3)

動力変圧器盤

※No.14柱から

北海道電力(株)より
3φ3W6600V 50Hz

責任分界点
PGS
7.2kV 300A
12.5kA

MCCB
BOX

PCSx3
7.2kV
50A

(ZCT.ZPC内蔵)

EA(LA)

VCT

HH-21(既設)

LA×3
8.4kV
5kA

Wh

3

6kV CVT 60mm2
(新設)

6kV CVT 60mm2

(既設)

VCB 7.2kVA 200A

HH-21(既設)

分水工設備

饋電盤高圧受電盤変圧器盤

責任分界柱
No.1 CP柱

分水工分電設備

引込柱
(No.14柱)

6kV CVT 60mm2(新設)

6kV CVT 60mm2(新設)

(移設)

　No.1柱へ移設。

※No.14柱より

　移設。

単線結線図（非特例区域）

②非特例区域の引込柱

※特例区域（小水力発電施設）との電気的な接続はない。


